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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の

特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
情
報
化
社
会
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
選
挙
の
公
正
か
つ
適
正
な
執
行
を
確
保
し
つ
つ
開
票
事
務
等
の
効
率
化

及
び
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録

式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
よ
る
投
票

１

市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
不
在
者
投
票
等
を
除
き
、
市
町
村
は
、
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
に
お
い
て
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
投
票
を
行
う
方
法
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
不
在
者
投
票
等
を
除
き
、
都
道
府
県
は
、
電
磁
的
記

録
式
投
票
機
を
用
い
た
投
票
を
行
う
旨
の
条
例
を
定
め
た
市
町
村
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
の
区
域
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内
の
投
票
区
に
限
り
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
に
お
い
て
、
電

磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
投
票
を
行
う
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の
具
備
す
べ
き
条
件
等

１

電
磁
的
記
録
式
投
票
機
は
、
二
重
投
票
の
防
止
、
投
票
の
秘
密
保
持
等
の
条
件
を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

電
磁
的
記
録
式
投
票
機
は
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の
指
定

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
二
１
の
条
件
を
具
備
す
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の
う
ち
か
ら
、
当
該
選
挙
の
投
票
に

用
い
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
よ
る
代
理
投
票
等

身
体
の
故
障
等
に
よ
り
、
自
ら
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
た
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
選
挙
人
に
対
す
る
電
磁

的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
た
代
理
投
票
の
制
度
、
自
ら
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
た
投
票
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
選
挙

人
に
対
す
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の
操
作
に
つ
い
て
の
補
助
の
制
度
を
設
け
る
。
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五
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
た
投
票
の
開
票

開
票
管
理
者
は
、
開
票
所
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
と
と
も
に
、
投
票
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
投
票
を
電
子

計
算
機
を
用
い
て
集
計
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
公
職
の
候
補
者
の
得
票
数
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
電
磁
的
記
録
媒
体
の
複
写

１

投
票
管
理
者
は
、
投
票
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
投
票
を
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

開
票
管
理
者
は
、
投
票
の
電
磁
的
記
録
媒
体
が
破
損
し
又
は
紛
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
を
用
い
た
集
計
を

行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
票
立
会
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
投
票
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
代

え
て
、
１
に
よ
り
投
票
を
複
写
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
使
用
し
て
開
票
を
行
う
。

七
、
同
時
選
挙
等
の
特
例

同
時
選
挙
等
に
関
し
、
公
職
選
挙
法
等
の
特
例
を
設
け
る
。

八
、
罰
則

公
職
選
挙
法
の
罰
則
の
適
用
に
関
し
必
要
な
み
な
し
規
定
を
設
け
る
。
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九
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の
使
用
に
要
す
る
費
用
の
負
担

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
関
す
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の
使
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
す
る
。

十
、
国
の
援
助

国
は
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
た
投
票
に
よ
る
選
挙
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る

助
言
そ
の
他
の
援
助
の
実
施
に
努
め
る
。

十
一
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
①
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、

指
定
都
市
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
条
例
で
定
め
る
当
該
指
定
都
市
の
区
の
区
域
内
の
投
票
区
を
除
き
、
電

磁
的
記
録
式
投
票
機
に
よ
る
投
票
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
②
公
職
の
候
補
者
に
関
し
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
お
い
て

表
示
す
べ
き
事
項
は
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
党
派
別
と
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


